令和８年５月８日
福井県人事委員会事務局

福井県職員採用Ⅰ種試験（技術先行枠（建築、土木（総合）））
第２次試験　受験者各位

採用時期に関する意向確認書
　福井県職員採用Ⅰ種試験の最終合格者は、試験区分ごとに作成される採用候補者名簿に記載された後、各任命権者からの請求に応じて提示され、そのうちから採用される者が決定されます。（したがって、人事委員会が実施した試験に合格したら必ず採用されるということではありません。）
　この採用候補者名簿の有効期間は原則１年間ですが、最終合格後、大学院進学等による採用時期の延期を希望し、任命権者に認められた場合には、採用候補者名簿の有効期間は、名簿確定後３年間となります。
　つきましては、今年度の職員採用試験に最終合格し、採用候補者名簿に記載された場合の採用時期に関する意向について、以下のとおり回答をお願いします。
　なお、この意向確認書への回答内容については、今回の採用試験の結果に一切影響しません。
あなたの意向について、①～②いずれかに○を記入してください。
	試験区分
	

	受験番号
	

	氏名
	


①　採用候補者名簿記載後～令和９年４月１日の採用を希望します。
②　令和９年４月２日以降の採用を希望します。（該当する理由に○を記入）
　　【理由】 ・大学院進学のため（進学予定先：    　　　　　　　　　　）
　　　　　　 ・留学のため（留学予定先・期間：　　　　　　　　 　　　 　）
【採用希望時期】令和　　年　　月　　日

※②を選択した場合、任命権者が再度採用時期に関する意向の確認を行います。
（１年に１回）
※採用延期が認められない場合、名簿の有効期間は１年間です。
　　　　※進学予定先、留学予定先等は現時点で予定しているものを記載してください。
